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第 20 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ 
 

当社は、2026 年６月 23 日開催の取締役会において、第 20 回定時株主総会の継続会の開催方針を決

議いたしましたのでお知らせいたします。株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に、多大なるご迷惑と

ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 
 

 
記  

 
１． 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由  

当社は、2026 年６月 24 日開催予定の第 20 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目 
的事項のうち、報告事項「１．第 20 期（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）事業報告、 
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「２．第

20 期（2025年４月１日から2026年３月 31日まで）計算書類報告の件」（以下「第 20期決算報告」 
といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。 
しかしながら、当社は 2026 年 ６月 30 日に吸収合併を予定している連結子会社である moto 株式会

社から、2026 年 3 月に配当金 110 百万円を受領し営業外収益に計上しておりますが、受取配当金の一

部を取り消し、当社が保有しております同社株式簿価を減額する必要があることが判明いたしました。 
当社としましては、上記の事由により事業報告及び連結計算書類並びに計算書類の修正が必要とな

り、その後、決算手続き及び会計監査人による監査手続き等を行うため、これらに相応の時間を要す

る見込みであることから、本総会で第 20 期決算報告をすることを断念せざるを得ないものと判断し、

継続会（以下「本継続会」といいます。）にて報告させていただくことといたしました。 
 

２． 第 20 回定時株主総会の開催概要 
①日時：2026 年６月 24 日（水曜日）午前 10 時  
②場所：東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号 ウノサワ東急ビル 7 階  
③目的事項  

報 告事項 
１．第 20 期（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算 
書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 
２．第 20 期（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）計算書類報告の件 
 
決 議事項 
第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1 名選任の件 
第 2 号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 
第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 

 
 
当社は、決算手続き及び会計監査人による監査手続きの完了次第、速やかに本継続会を開催し、本

継続会にて第 20 期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会に

ご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において、株主の皆様にお諮



 

りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の

開催ご通知を株主の皆様に別途送付し、継続会を開催させていただく所存です。 なお、本継続会は、

本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使

できる株主様と同一になります。 
 

３． 本継続会の開催概要  
当社は、本総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたしま

す。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。  
 
①日時及び場所： 

本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次

第すみやかにお知らせいたします。  
②目的事項： 

報告事項 
１．第 20 期（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算 

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 
２．第 20 期（2025 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで）計算書類報告の件 

 
４． 有価証券報告書について 

 有価証券報告書（2026 年３月期）につきましては、連結財務諸表および財務諸表等の修正、その

後、会計監査人による監査手続き等を行いますが、６月 30 日の提出を予定しております。 
 

５． 今後の対応  
今後、当社から公表すべき事項が生じましたらすみやかに公表いたします。 

 
以上 

  
 


